
 
議案第５号  

 

 瑞穂町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  平成２８年３月２日  

 

          提出者   瑞穂町長    石  塚  幸右衛門  

 

 

（提案理由）  

 行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の改正等に伴い、

条例を改正する必要があるので、本案を提出する。  

 

 

   瑞穂町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  

 

（瑞穂町職員の給与に関する条例の一部改正）  

第１条  瑞穂町職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第３号）

の一部を次のように改正する。  

  第１６条の３第２項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１

６０号）第１４条又は第４５条」を「行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）第１８条第１項本文」に改める。  

 （瑞穂町固定資産評価審査委員会条例の一部改正）  

第２条  瑞穂町固定資産評価審査委員会条例（昭和２６年条例第１

０号）の一部を次のように改正する。  

第４条第２項中「次の各号」を「次」に改め、同項第１号中「住

所」の次に「又は居所」を加え、同項中第４号を第５号とし、第

３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号  

 

 

 



 
を加える。  

（２）審査の申出に係る処分の内容  

  第４条第３項中「住所」の次に「又は居所」を加え、「行政不服

審査法（昭和３７年法律第１６０号）第１３条第１項」を「行政

不服審査法施行令（平成２７年政令第３９１号）第３条第１項」

に改め、同条に次の１項を加える。  

６  審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がそ

の資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なけれ

ばならない。  

  第６条中第３項を第４項とし、第２項ただし書を削り、同項を

第３項とし、同項の前に次の１項を加える。  

２  前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する法律（平成１４年法律第１５１号）第３条第

１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して

弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出され

たものとみなす。  

  第６条に次の１項を加える。  

５  委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、こ

れを町長に送付しなければならない。  

  第１０条第１項中「前２条」を「前３条」に改める。  

  第１１条第１項中「場合においては、」の次に「次に掲げる事項

を記載し、委員会が記名押印した」を加え、同項に次の各号を加

える。  

（１）主文  

（２）事案の概要  

（３）審査申出人及び町長の主張の要旨  

（４）理由  

 （公聴会等に参加した者の実費弁償に関する条例の一部改正）  

第３条  公聴会等に参加した者の実費弁償に関する条例（昭和３６

年条例第８号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「第２９条第４項の規定に基づく次の各号に」を「第

３５条第４項の規定並びにその他法令及び条例の規定に基づく次

に」に改め、同条第６号中「第２９条第１項」を「第３５条第１



 
項」に改め、同条に次の３号を加える。  

（７）行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第３４条（同

法第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）又は第７４条の規定による求めに応じて出頭した者  

（８）瑞穂町情報公開条例（平成１２年条例第２８号）第２２条

第５項の規定により瑞穂町情報公開審査会の求めに応じて出

頭した者（審査請求人及び実施機関の職員を除く。）  

（９）瑞穂町個人情報保護条例（平成１５年条例第３号）第２４

条第５項の規定により瑞穂町個人情報保護審査会の求めに応

じて出頭した者（審査請求人及び実施機関の職員を除く。）  

（瑞穂町行政手続条例の一部改正）  

第４条  瑞穂町行政手続条例（平成８年条例第１９号）の一部を次

のように改正する。  

 第１９条第２項第４号中「あったことのある者」を「あった者」

に改める。  

 （瑞穂町情報公開条例の一部改正）  

第５条  瑞穂町情報公開条例（平成１２年条例第２８号）の一部を

次のように改正する。  

 目次中「第２１条・第２２条」を「第２１条―第２２条」に改

める。  

  第２条の見出しを「（定義）」に改め、同条第２号中「出力」を

「出力され、」に改める。  

  第８条第２項中「汚損」を「汚損され」に改める。  

  第１３条中「前４条」を「第９条から前条までの規定」に改め

る。  

  第２１条を次のように改める。  

  （審査請求等）  

第２１条  この条例による情報の公開の請求に対する決定又は不

作為について不服がある者は、審査請求をすることができる。  

２  この条例による情報の公開の請求に対する決定又は不作為に

係る審査請求については、行政不服審査法（平成２６年法律第

６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。  

  第２１条の次に次の１条を加える。  



 
  （審査会への諮問）  

第２１条の２  情報の公開の請求に対する決定又は不作為につい

て審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべ

き実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、瑞

穂町情報公開審査会に諮問し、当該審査請求についての裁決を

行うものとする。  

（１）審査請求が不適法であり、却下する場合  

（２）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情

報の全部を公開することとする場合（第三者から当該情報の

公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場

合を除く。）  

２  前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項にお

いて読み替えて適用する同法第２９条第２項の弁明書の写しを

添えてしなければならない。  

  第２２条第５項中「認めた場合には、不服申立人」を「認める

ときは、審査請求人」に改める。  

  第２４条中「又は」を「、又は」に改める。  

 （瑞穂町個人情報保護条例の一部改正）  

第６条  瑞穂町個人情報保護条例（平成１５年条例第３号）の一部

を次のように改正する。  

  第２２条の次に次の１条を加える。  

  （審理員による審理手続に関する規定の適用除外）  

第２２条の２  この条例による自己情報の開示若しくは訂正等の

請求に対する決定又は不作為に係る審査請求については、行政

不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項の規定は、

適用しない。  

  第２３条を次のように改める。  

  （審査請求）  

第２３条  実施機関は、この条例による自己情報の開示若しくは

訂正等の請求に対する決定又は不作為に係る審査請求があった

場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、瑞穂町個

人情報保護審査会に諮問し、当該審査請求についての裁決を行

うものとする。  



 
（１）審査請求が不適法であり、却下する場合  

（２）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自

己情報の全部を開示することとする場合（第三者から当該自

己情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出され

ている場合を除く。）  

（３）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自

己情報の訂正等をすることとする場合  

２  前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項にお

いて読み替えて適用する同法第２９条第２項の弁明書の写しを

添えてしなければならない。  

  第２４条第１項中「前条」を「前条第１項」に改め、同条第５

項中「認めた場合には、不服申立人」を「認めるときは、審査請

求人」に改める。  

  第３３条中「違反して秘密を漏らした者」を「違反した者」に

改める。  

 

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  第２条の規定による改正後の瑞穂町固定資産評価審査委員会条

例第４条第２項、第３項及び第６項、第６条第２項、第３項及び

第５項並びに第１１条第１項の規定は、平成２８年度以後の年度

分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録

された価格に係る審査の申出について適用し、平成２７年度まで

の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録さ

れた価格に係る審査の申出（申出期間の初日が平成２８年４月１

日以降である審査の申出を除く。）については、なお従前の例に

よる。  
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第1条による改正 

瑞穂町職員の給与に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条から第16条の2 略 第1条から第16条の2 略 

(期末手当の一時差止め) (期末手当の一時差止め) 

第16条の3 略 第16条の3 略 

2 前項の規定による期末手当の支給を一時

差し止める処分(以下「一時差止処分」とい

う。)を受けた者は、行政不服審査法(平成2

6年法律第68号)第18条第1項本文に規定す

る期間が経過した後においては、当該一時

差止処分後の事情の変化を理由に、当該一

時差止処分をした者に対し、その取消しを

申し立てることができる。 

2 前項の規定による期末手当の支給を一時

差し止める処分(以下「一時差止処分」とい

う。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和3

7年法律第160号)第14条又は第45条に規定

する期間が経過した後においては、当該一

時差止処分後の事情の変化を理由に、当該

一時差止処分をした者に対し、その取消し

を申し立てることができる。 

3から6 略 3から6 略 

第17条から第23条 略 第17条から第23条 略 

  

別表第1から別表第4 略 別表第1から別表第4 略 

  

附 則  

 (施行期日)  

1 この条例は、平成28年4月1日から施行す

る。 

 

2 略  
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第2条による改正 

瑞穂町固定資産評価審査委員会条例 新旧対照表 

新 旧 

第1節及び第2節 略 第1節及び第2節 略 

第3節 略 第3節 略 

(審査の申出) (審査の申出) 

第4条 略 第4条 略 

2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を

記載しなければならない。 

(1)審査申出人の氏名又は名称及び住所又は

居所 

(1)審査申出人の氏名又は名称及び住所    

(2)審査の申出に係る処分の内容  

(3) 略 (2) 略 

(4) 略 (3) 略 

(5) 略 (4) 略 

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは

財団であるとき、総代を互選したとき、又

は代理人によって審査の申出をするとき

は、審査申出書には、前項各号に掲げる事

項のほか、その代表者若しくは管理人、総

代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記

載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令

第391号)第3条第1項に規定する書面を添付

しなければならない。 

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは

財団であるとき、総代を互選したとき、又

は代理人によって審査の申出をするとき

は、審査申出書には、前項各号に掲げる事

項のほか、その代表者若しくは管理人、総

代又は代理人の氏名及び住所   を記載

し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)

第13条第1項に規定する書面を添付しなけ

ればならない。 

4及び5 略 4及び5 略 

6 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総

代又は代理人がその資格を失ったときは、

書面でその旨を委員会に届け出なければな

らない。 

 

第5条 略 第5条 略 

第4節 略 第4節 略 

(書面審理) (書面審理) 

第6条 略 第6条 略 

2 前項の規定にかかわらず、行政手続等にお  
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ける情報通信の技術の利用に関する法律

(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定

により同項に規定する電子情報処理組織を

使用して弁明がされた場合には、前項の規

定に従って弁明書が提出されたものとみな

す。 

 

3 委員会は、弁明書の提出があった場合にお

いては、審査申出人に対しその副本及び必

要と認める資料の概要を記載した文書を送

付しなければならない。 

2 委員会は、弁明書の提出があった場合にお

いては、審査申出人に対しその副本及び必

要と認める資料の概要を記載した文書を送

付しなければならない。ただし、審査の申

出の全部を容認すべきときは、この限りで

ない。 

4 略  3 略  

5 委員会は、審査申出人から反論書の提出が

あったときは、これを町長に送付しなけれ

ばならない。 

 

第7条から第9条 略 第7条から第9条 略 

(議事についての調書) (議事についての調書) 

第10条 書記は、前3条に規定するもののほ

か、委員会の議事について調書を作成しな

ければならない。 

第10条 書記は、前2条に規定するもののほ

か、委員会の議事について調書を作成しな

ければならない。 

2 略 2 略 

(決定書の作成) (決定書の作成) 

第11条 委員会は、審査の決定をする場合に

おいては、次に掲げる事項を記載し、委員

会が記名押印した決定書を作成しなければ

ならない。 

第11条 委員会は、審査の決定をする場合に

おいては、   決定書を作成しなければ

ならない。 

(1)主文  

(2)事案の概要  

(3)審査申出人及び町長の主張の要旨  

(4)理由  

2 略 2 略 

第12条 略 第12条 略 

    第5節 略     第5節 略 
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   附 則  

(施行期日)  

1 この条例は、平成28年4月1日から施行す

る。 

 

(経過措置)  

2 第2条の規定による改正後の瑞穂町固定資

産評価審査委員会条例第4条第2項、第3項及

び第6項、第6条第2項、第3項及び第5項並び

に第11条第1項の規定は、平成28年度以後の

年度分の固定資産税に係る固定資産につい

て固定資産課税台帳に登録された価格に係

る審査の申出について適用し、平成27年度

までの固定資産税に係る固定資産について

固定資産課税台帳に登録された価格に係る

審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月

1日以降である審査の申出を除く。)につい

ては、なお従前の例による。 
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第3条による改正 

公聴会等に参加した者の実費弁償に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

(条例の適用範囲) (条例の適用範囲) 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以

下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭

和25年法律第100号)第212条第3項及び農業

委員会等に関する法律(昭和26年法律第88

号)第35条第4項の規定並びにその他法令及

び条例の規定に基づく次に掲げる者に対す

る実費弁償は、この条例の定めるところに

よる。 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以

下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭

和25年法律第100号)第212条第3項及び農業

委員会等に関する法律(昭和26年法律第88

号)第29条第4項の規定に基づく次の各号に

掲げる者に対する実費弁償は、この条例の

定めるところによる。 

(1)から(5) 略 (1)から(5) 略 

(6)農業委員会等に関する法律第35条第1項の

規定により農業委員会の請求に応じて出頭

した者 

(6)農業委員会等に関する法律第29条第1項の

規定により農業委員会の請求に応じて出頭

した者 

(7)行政不服審査法(平成26年法律第68号)第3

4条(同法第9条第3項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。)又は第74条の規定

による求めに応じて出頭した者 

 

(8)瑞穂町情報公開条例(平成12年条例第28

号)第22条第5項の規定により瑞穂町情報公

開審査会の求めに応じて出頭した者(審査

請求人及び実施機関の職員を除く。) 

 

(9)瑞穂町個人情報保護条例(平成15年条例第

3号)第24条第 5項の規定により瑞穂町個人

情報保護審査会の求めに応じて出頭した者

(審査請求人及び実施機関の職員を除く。） 

 

第2条から第4条 略 第2条から第4条 略 

  

別表 略 別表 略 

  

附 則  

(施行期日)  
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1 この条例は、平成28年4月1日から施行す

る。 

 

2 略  
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第4条による改正 

瑞穂町行政手続条例 新旧対照表 

新 旧 

目次 略 目次 略 

  

第1章及び第2章 略 第1章及び第2章 略 

第3章 略 第3章 略 

第1節 略 第1節 略 

第2節 略 第2節 略 

第15条から第18条 略 第15条から第18条 略 

(聴聞の主宰) (聴聞の主宰) 

第19条 略 第19条 略 

2 略 2 略 

(1)から(3) 略 (1)から(3) 略 

(4)前3号に規定する者であった者 (4)前3号に規定する者であったことのある者 

(5)(6) 略 (5)(6) 略 

第20条から第26条 略 第20条から第26条 略 

    第3節 略     第3節 略 

   第4章から第5章 略    第4章から第5章 略 

  

   附 則  

 (施行期日)  

1 この条例は、平成28年4月1日から施行す

る。 

 

2 略  
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第5条による改正 

瑞穂町情報公開条例 新旧対照表 

新 旧 

目次 目次 

第1章から第3章 略 第1章から第3章 略 

 第4章 救済手続及び救済機関(第21条―第

22条) 

 第4章 救済手続及び救済機関(第21条・第

22条) 

 第5章及び第6章 略 第5章及び第6章 略 

附則 附則 

  

   第1章 略    第1章 略 

第1条 略 第1条 略 

 (定義) (用語の定義) 

第2条 略 第2条 略 

(1) 略 (1) 略 

(2)情報 実施機関の職員が職務上作成し、又

は取得した文書、図画、写真、フィルム及

び電磁的に記録されているものから出力さ

れ、又は採録されたもので、当該実施機関

の職員が組織的に用いるものとして、実施

機関が保有しているものをいう。 

(2)情報 実施機関の職員が職務上作成し、又

は取得した文書、図画、写真、フィルム及

び電磁的に記録されているものから出力又

は採録されたもので、当該実施機関の職員

が組織的に用いるものとして、実施機関が

保有しているものをいう。 

(3) 略 (3) 略 

第3条及び第4条 略 第3条及び第4条 略 

   第2章 略    第2章 略 

第5条から第7条 略 第5条から第7条 略 

 (情報の公開の方法)  (情報の公開の方法) 

第8条 略 第8条 略 

2 実施機関は、情報の原本を公開することに

より、当該情報が汚損され、又は破損され

るおそれがあると認められるとき、その他

合理的な理由があると認めるときは、当該

情報の写しにより公開することができる。 

2 実施機関は、情報の原本を公開することに

より、当該情報が汚損、又は破損されるお

それがあると認められるとき、その他合理

的な理由があると認めるときは、当該情報

の写しにより公開することができる。 

第9条から第12条 略 第9条から第12条 略 

 (情報の一部公開)  (情報の一部公開) 
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第13条 実施機関は、公開請求に係る情報に、

第9条から前条までの規定のいずれかに該

当することにより公開しないことができる

情報とそれ以外の情報とが併せて記録され

ている場合において、公開しないことがで

きる情報に係る部分とそれ以外の部分とを

容易に分離することができ、かつ、当該分

離により公開の請求の趣旨が損なわれるこ

とがないと認めるときは、公開しないこと

ができる情報に係る部分を除いて、情報の

公開をするものとする。 

第13条 実施機関は、公開請求に係る情報に、

前4条のいずれかに該当することにより公

開しないことができる情報とそれ以外の情

報とが併せて記録されている場合におい

て、公開しないことができる情報に係る部

分とそれ以外の部分とを容易に分離するこ

とができ、かつ、当該分離により公開の請

求の趣旨が損なわれることがないと認める

ときは、公開しないことができる情報に係

る部分を除いて、情報の公開をするものと

する。 

第14条 略 第14条 略 

   第3章 略    第3章 略 

   第4章 略 第4章 略 

(審査請求等) (不服申立て等) 

第21条 この条例による情報の公開の請求に

対する決定又は不作為について不服がある

者は、審査請求をすることができる。 

第21条 この条例による情報の公開の請求に

対する決定について不服がある者は、行政

不服審査法(昭和37年法律第160号)による

不服申立てをすることができる。 

2 この条例による情報の公開の請求に対す

る決定又は不作為に係る審査請求について

は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)

第9条第1項の規定は、適用しない。 

2 前項の不服申立てがあった場合には、当該

決定を取り消すとき及び当該不服申立てが

明らかに不適法であることを理由として却

下するときを除き、速やかに瑞穂町情報公

開審査会に諮問し、その答申を尊重して当

該不服申立てについての決定を行うものと

する。 

(審査会への諮問)  

第21条の2 情報の公開の請求に対する決定

又は不作為について審査請求があった場合

は、当該審査請求に対する裁決をすべき実

施機関は、次の各号のいずれかに該当する

場合を除き、瑞穂町情報公開審査会に諮問

し、当該審査請求についての裁決を行うも

のとする。 

 

(1)審査請求が不適法であり、却下する場合  

(2)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審  
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査請求に係る情報の全部を公開することと

する場合(第三者から当該情報の公開につ

いて反対の意思を表示した書面が提出され

ている場合を除く。) 

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法

第9条第3項において読み替えて適用する同

法第29条第2項の弁明書の写しを添えてし

なければならない。 

 

 (情報公開審査会)  (情報公開審査会) 

第22条 略 第22条 略 

2から4 略 2から4 略 

5 審査会は、第1項に規定する審議のため必

要があると認めるときは、審査請求人、実

施機関の職員その他関係者の出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査

をすることができる。 

5 審査会は、第1項に規定する審議のため必

要があると認めた場合には、不服申立人、

実施機関の職員その他関係者の出席を求め

て意見若しくは説明を聴き、又は必要な調

査をすることができる。 

6及び7 略 6及び7 略 

第5章 略 第5章 略 

第23条 略 第23条 略 

(出資団体等の情報公開) (出資団体等の情報公開) 

第24条 町が出資し、又は財政上の援助を行

う法人その他の団体で、実施機関が定める

ものについては、この条例の趣旨にのっと

りその保有する文書等の公開に努めるもの

とする。 

第24条 町が出資し又は財政上の援助を行う

法人その他の団体で、実施機関が定めるも

のについては、この条例の趣旨にのっとり

その保有する文書等の公開に努めるものと

する。 

第25条 略 第25条 略 

   第6章 略    第6章 略 

  

   附 則  

 (施行期日)  

1 この条例は、平成28年4月1日から施行す

る。 

 

2 略  
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第6条による改正 

瑞穂町個人情報保護条例 新旧対照表 

新 旧 

目次 略 目次 略 

  

   第1章から第3章 略 第1章から第3章 略 

   第4章 略    第4章 略 

第22条 略 第22条 略 

 (審理員による審理手続に関する規定の適

用除外) 

 

第22条の2 この条例による自己情報の開示

若しくは訂正等の請求に対する決定又は不

作為に係る審査請求については、行政不服

審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の

規定は、適用しない。 

 

 (審査請求) (不服申立て等) 

第23条 実施機関は、この条例による自己情

報の開示若しくは訂正等の請求に対する決

定又は不作為に係る審査請求があった場合

は、次の各号のいずれかに該当する場合を

除き、瑞穂町個人情報保護審査会に諮問し、

当該審査請求についての裁決を行うものと

する。 

 

 

第23条 実施機関は、この条例による自己情

報の開示及び訂正等の請求に対する決定に

ついて、行政不服審査法(昭和37年法律第1

60号)による不服申立てがあった場合には、

当該決定を取り消すとき、又は当該不服申

立てが明らかに不適法であることを理由と

して却下するときを除き、速やかに瑞穂町

個人情報保護審査会に諮問し、その答申を

尊重して当該不服申立てについての決定を

行うものとする。 

(1)審査請求が不適法であり、却下する場合  

(2)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

査請求に係る自己情報の全部を開示するこ

ととする場合(第三者から当該自己情報の

開示について反対の意思を表示した書面が

提出されている場合を除く。) 

 

(3)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

査請求に係る自己情報の訂正等をすること

とする場合 
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2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法

第9条第3項において読み替えて適用する同

法第29条第2項の弁明書の写しを添えてし

なければならない。 

 

(個人情報保護審査会) (個人情報保護審査会) 

第24条 前条第1項に規定する諮問に応じて

審議を行うため、瑞穂町個人情報保護審査

会(以下「審査会」という。)を置く。 

第24条 前条に規定する諮問に応じて審議を

行うため、瑞穂町個人情報保護審査会(以下

「審査会」という。)を置く。 

2から4 略 2から4 略 

5 審査会は、第1項に規定する審議のため必

要があると認めるときは、審査請求人、実

施機関の職員その他関係者の出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査

をすることができる。 

5 審査会は、第1項に規定する審議のため必

要があると認めた場合には、不服申立人、

実施機関の職員その他関係者の出席を求め

て意見若しくは説明を聴き、又は必要な調

査をすることができる。 

6及び7 略 6及び7 略 

第5章 略 第5章 略 

第6章 略 第6章 略 

第30条から第32条 略 第30条から第32条 略 

第33条 第24条第6項の規定に違反した者は、

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処

する。 

第33条 第24条第6項の規定に違反して秘密

を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円

以下の罰金に処する。 

第34条及び第35条 略 第34条及び第35条 略 

  

   附 則  

 (施行期日)  

1 この条例は、平成28年4月1日から施行す

る。 

 

2 略  

  

  

  


